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代表 児嶋智月

協力:地域包括支援センター
社会福祉協議会
小豆島自治会

『みかんカフェ』
2月 17日 (火曜日)
午後2時から

開催場所l小豆島集会場
会費:100円 /回 飲み初、お菓子、保険代等|こ充当

2月みかれカフ劇ま勝手ながる第3火曜日1通おこないます

今回は以前好評だつた

『魚釣リゲーム』を楽しみましょう!

沢曲靱参加お いします
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湯浅税務署からのお知らせ
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確定申告書等作成コーナハ

利用なら金額等を入力すれば

自動計算で申告書が完成 !
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控除証明書等のデータが

自動入力できる !

医療費

ふるさと納税

社会保険(国民年金保険料。国民年金基金掛金)

生命保険

地震保険

iDeCO(個人型確定拠出年金)

小規模企業共済掛金

住宅□一ン控除関係
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作成コーナー

● 給与所得の源泉徴収票※

● 公的年金等の源泉徴収票
● 株式の特定回座年間取引報告書

※「給与所得の源泉徴収票」の情報が自動入力の対象になるためには、
お勤め先 (給与等の支払者)が税務署にe― Taxで給与所得の源泉徴収
票を提出していること等の要件があります。

※ご利用には事前準備が必要です

|| の対象はこちら

収入関係            控除関係
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マイナポータル連携
の詳細はこちら
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連携に対応している
証明書発行企業等はこちら

【裏面】ヘ
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湯浅税務署 確定申告会場のお知らせ

開設期間 2月 16日 (月 )から3月 16日 (月 )まで
※ ± 0日・祝日は開庁しておりません。

オ職 受付日寺間  8日寺301分から 16日寺まで (相談開始は9時から)
※ 入場整理券の配付状況により早めに相談受付を終了する場合があります。
入場整理券は会場で当日配付しますが、

LINEに よるオンライン事前発行も可能です。
LINEに よる事前発行の申込みは、

国税庁

2月 2日 (月 )から可能となります。     LINE公式アカウント
※  「申告書等の受付」及び「用紙の交付」は、17時まで行つております。

土地・建物等の譲渡所得、山林所得又は贈与税の相談を希望される方は、

相談担当者が申告会場に従事している下記の日程にお越 しください。
なお、相談担当者が不在の日については、相談内容により再来場を依頼する場合が
ありますので、ご了承ください。

2月 16日 (月 )、 17日 (火 )、 24日 (火 )、 25日 (水 )、 26日 (木 )

3月 9日 (月 )、 10日 (火 )、 11日 (水 )、 12日 (木 )、 13日 (金 )、 16日 (月 )

※ LINEのホーム画面で

「国税庁」または、「@
kokuzei」と検索しても

友だちに追力日できます。

★スマホとマイナンバーカードによる申告を推進しています。

申告書作成の際に、

マイナ二′バ ドの2つのパスワード となります。
」_~ノ
」
~~

個人番号カー ド・電子証明書 設定暗証番号記職票
暗証番号は、電子証明書ごと、アプリごとに設定されており、それぞれの仕組みを利用するために必要となるも
のです。ご記入いただき、大切に保管 していただきますようお願い致 します。
また、暗証番号を設定することにより、第二者のなりすましを防いでいます。暗証番号はみだりに他者に散えな
いようにしてください。
なお、暗証番号は、入力を連続 して 3回 (署名用電子証明書は 5回)間違えるとロックされ、その場合、市町村
の窓口にお越 しいただいて暗証番号の再設定を行 う必要がありますのでご注意ください。

①署名躍電子証明書
暗証番号

C雇用者証明用電子証
明書暗証番号
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※ 事前にマイナポータルアプリをダウンロードいただくと
スムーズに申告書作成ができます。

マイナポ=タリレアプリのタウシロードはこちら

蘊
Innoroiao;5) 【IPhoneの 方 】

ご持参ください

有田地区税務協議会  (お問い合わせ :湯浅税務署)
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2つのパスワード

>署名用電子証明書

(英数字 6～ 16文字以下)

>利用者証明用電子証明書

(数字 4桁)



有田市生活環境課からのお知らせ

浄化槽には「合併処理浄化槽」と「単独処理浄化槽」の2種類があります。
|「合併処理浄化槽」は、 トイレからのし尿とあわせて台所や風呂等からの生活雑排水
を処理し、川や水路等 |こ放流します。
「単独処理浄化槽」や「くみ取り便槽」は、し尿を処理するだけで、生活雑排水は未
処理のまま川や水路等に放流され、川や海を汚してしまいます。

【合併処理浄化槽】
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浄化槽 浄化情
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「「浄化槽」を使って、 身近な水をきれいにしましょう |」 (環境省)
(httpS://WWW.enV g。 .lp/recycleん okaso/oublicity/pamph/pdf/pp_lets_clean.pdf)よ り

ぬ童重璽童□璽劃董董量2二重0_年以上経つていませんか?
浄化槽本体の寿命は一般的|こ20～30年 (使用の条件等|こよつて変わります)と言われて
います。浄化槽は地下|こ埋められているため、矢□らない間|こひび割れが生じていたり、漏水
している可能性があります。
30年以上経過した浄化槽の大半は「単独処理浄化槽」という、台所やお風呂の水を処理で
きないものであるため、合併処理浄化槽に比べて河川や海などの環境にやさし<ありません。

ご使用の単独処理浄化槽が破損など|こより、三こ とま重五S量:壺nビ生里輩窒塾些並憲ユ室上
重△菫量韮拡凶ユ盪並壁乙Lご墨昼_と:譴ら:∠Lる _(漏水等)ものが「特定既存単独処理浄
化槽」となります。
場合|こよつては、除却又は修繕等の命令を含む行政指導の対象となり、冷令に違反し
た者は、30万円以下の罰金が課せられます。

【問合せ先】
有田市役所 生活環境課
住所 有田市箕島50番地
TEL 0737-22-3565(覆彗i通 )

単独処理

国瞥胤
単独処理浄化槽をお使いの皆様ヘ

併処理浄化槽⌒転換しましょう !

△

単独処理浄化槽と合併処理浄化槽の違い

》目《【単独処理浄化槽】

お風呂‐ 洗灘   台所   トイレ お風呂 洗濯機  台所   トイレ

川や水路ヘ

特定既存単独処理浄化槽とは

曜取独処理浄化槽を合併処理浄化槽に ロ
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合併処理浄化槽への転換等には

補助金が使えます !

詳しくは、有田市生活環境課にお問し
合わせください。
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身近な水をきれいにしましょ



※浄化槽管理者 (浄化槽の所有者)(一般家庭では世帯主)

・機器類の調整、修繕
・消毒剤の補充 等

r 」独

和歌山県で登録を受けた保守点検業者に依
頼 してください。
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・汚泥の引抜
・機器類の洗浄 等

市町村の許可業者に依頼 してください。
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浄化槽が正 しく動いており、生活排水が
きれいに処理されているかを調べます。
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<申込先 >
和歌山県知事が指定する検査機関
公益社団法人 和歌山県水質保全センター

(連絡 先 :073-432-6433)

■浄化槽を長期的に安心して使用するためには、
維持管理 (保守点検・清掃・水質検査)を適切に実施することが大切です。
・適切な維持管理を行うことにより浄化槽本体の寿命が変わります。

※自分の汚した水は責任をもってきれいにしてから流 しましょう !

一人ひとりの意識が大切です !

化槽の維持管理に絶対必要なこと
(浄化槽管理者ドの3つの義務)
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をしましょう
※全ばっき方式の既存単独処理浄化槽にあっては、おおむね 6か月ごとに 1回以上
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